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議案第８５号

藤沢市太陽の家（心身障がい者福祉センター）条例の一部改正につ

いて

藤沢市太陽の家（心身障がい者福祉センター）条例の一部を次のように改正する。

２０１５年（平成２７年）２月１６日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市太陽の家（心身障がい者福祉センター）条例の一部を改正する

条例

藤沢市太陽の家（心身障がい者福祉センター）条例（昭和５０年藤沢市条例第

３７号）の一部を次のように改正する。

第９条の見出しを「（使用料の徴収）」に改め，同条中第１項を削り，第２項を

第１項とし，第３項を第２項とする。

第１０条を次のように改める。

（使用料の減免）

第１０条 市長は，別に定める基準により，前条第１項に規定する使用料を減免す

ることができる。

第１１条を削り，第１２条を第１１条とし，第１３条から第１５条までを１条ず

つ繰り上げる。

附 則

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

提案理由

この条例を提出したのは，藤沢市太陽の家歯科診療所における歯科治療業務を終
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了することに伴い，入所者からの費用徴収がなくなるため所要の改正をする必要に

よる。


